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内部統制システムの整備に関する基本方針の一部変更に関するお知らせ

当社は、２０１２年１１月７日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基

本方針に関し、下記のとおり一部変更することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．変更内容

（変更箇所は下線で示しております ）。
変更前 変更後

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及 １．取締役及び使用人の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための び定款に適合することを確保するための

体制 体制

（３）業務執行部門から独立した監査室が （３）業務執行部門から独立した監査グル
定期的に内部監査を実施し、その結 ープが定期的に内部監査を実施し、

果を被監査部門にフィードバックす その結果を被監査部門にフィードバ

るとともに、経営層及び監査役に適 ックするとともに、経営層及び監査

宜報告する。 役に適宜報告する。

５．株式会社並びにその親会社及び子会社か ５．株式会社並びにその親会社及び子会社か
ら成る企業集団における業務の適正を確 ら成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制 保するための体制

（３）監査役と監査室は、定期的または臨 （３）監査役と監査グループは、定期的ま

時にグループ管理体制を監査する。 たは臨時にグループ管理体制を監査

する。
７．取締役及び使用人が監査役に報告をする ７．取締役及び使用人が監査役に報告をする

ための体制その他の監査役への報告に関 ための体制その他の監査役への報告に関

する体制 する体制

（ ） 、 （ ） 、１ 取締役及び使用人は監査役に対して １ 取締役及び使用人は監査役に対して

法定の事項に加え、次の事項を遅滞 法定の事項に加え、次の事項を遅滞
なく報告するものとする。 なく報告するものとする。

②監査室が行う内部監査の結果 ②監査グループが行う内部監査の結果

８．その他監査役の監査が実効的に行われる ８．その他監査役の監査が実効的に行われる

ことを確保するための体制 ことを確保するための体制

（２）監査役は監査室及び会計監査人と緊 （２）監査役は監査グループ及び会計監査
密な連携を保ちながら自らの監査結 人と緊密な連携を保ちながら自らの

果の達成を図る｡ 監査結果の達成を図る｡

２．変更日
２０１２年１１月７日（水）

以上


